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中小企業支援最終追い込みへ積極的金融支援を強化！ 

平成 25 年 3 月末までに 3000 件目標 
 
中小企業金融円滑化法の期限切れを目前に

古川経済財政政策担当大臣、自見金融担当大

臣、枝野経済産業大臣が連携強化を確認。 
中小企業の経営改善・事業再生の促進を図るた

め、内閣府・金融庁・中小企業庁が中小企業再生

支援協議会・事業再生ファンド（中小企業基盤整

備機構等出資）・企業再生支援機構と連携しその具

体化を図り取り組みを強化することとなりました。 
 
＜具体的な取り組み＞ 
1、 金融機関によるコンサルティング機能の

一層の発揮 

 ① 出口戦略ヒアリング→各金融機関に対し、

中小企業に対する具体的な支援の方針や取り組み

状況について集中的なヒアリングの実施。 
 ② 監督指針の改正→抜本的な事業再生、業種

転換、事業承継等の支援が必要な場合は、判断の

先送りをせず、外部機関等の専門的な知見を積極

的に活用する。 
 
2、 企業再生支援機構及び中小企業再生支援

協議会の機能及び連携の強化 

（1）中小企業の事業を支援する仕組みを再構築す

る。 
 ① 支援機能を抜本的に強化するための専門人

材の拡充。 
 ② 中小企業再生支援協議会の円滑な連携を図

る為、企画・業務統括機能を強化と連携窓口の設

置。 
 ③ 実態に合わせて、支援基準の見直し。支援

協議会は、事業再生支援の実施が困難な案件を中

心に取り組む。 
 ④ デューデリジェンス等にかかる手数料の負

担軽減を図る。 
（2）協議会の機能を抜本的に強化 

① 再生計画の策定支援を迅速化。 
（標準期間を 2 ヶ月に設定。目標件数を 24 年度

3000 件に設定） 

② 専門性の高い人材の確保及び人員体制の

大幅な拡充を図る。 
③ 問題解決の窓口機能の充実と専門家の紹

介を行う。 
（3）機構と協議会の連携強化 

① 機構と協議会は、相互に案検討の仲介を行

うと共に、相互仲介ルールの策定を行う。 
② 機構と協議会全国本部は、連携して中小企

業の経営状況の把握・分析や支援の手法等にか

かる指針等の策定を行う。 
③ 機構は、協議会案件について、相談・助言

機能を提供する。 
④ 機構及び全国本部は、協議会や金融機関が

必要とする専門性を有する人材を紹介する。 
⑤ 連携会議を設置する。 
3、 その他の経営改善・事業再生支援の環境整

備 

（1） 金融機関、事業再生の実務家、法務・会計・

税務等の専門家、中小企業関係団体、国、

地方公共団体等からなる「中小企業支援ネ

ットワーク」を構築する。 
（2） 出資や債権買取の機能を有する事業再生

ファンドの設立を促進する。 
（3） 資本性借入金を活用した事業再生支援の

強化について検討する。 
（4） 中小企業の事業再生・業種転換等の支援の

実効性を高めるための施策を検討する。 
※中小企業向け融資を受けた 228 万件のうち要支

援企業 6 万件が対象の模様。該当、企業が無いか

チェック！！ 

 
＜問い合わせ先＞ 

 

中小企業庁経営支援部経営支援課 
電話:03-3501-1511（内線 5331） 
電話:03-3501-1763（直通） 
中小企業庁事業環境部金融課 
電話：03-3501-1511（内線：5271） 
03-3501-2876（直通） 
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